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裁判官配置表

令和5年2月3日現在

ー

ー

一

－1－

所 属

(補職年月日）

官 職

(期）

氏 名

(年齢）
主要担当事務

山口地家周南支

周南簡

(R2. 4. 1)

判事兼簡裁判事

(支部長・司掌者）

(49）

篠原淳

(54）

一 2， 3頁

のとおり

山口地家周南支

周南簡

(R3. 4. 1)

判事兼簡裁判事

(54）

嘉屋園江

(54）

2， 3頁

のとおり

山口家地周南支

周南簡

(R4. 4. 1)

判事補（特例）

兼簡裁判事

(66）

合六水希

(36）

2， 3頁

のとおり

柳井簡（兼）周南

簡

(R4. 8. 15)

簡裁判事 谷生浩章

(61）

2頁のとおり

周南簡

(R3. 4. 1)

簡裁判事

(職務代行）

角南昌伸

(66）

2頁のとおり

周南簡

(R4. 3. 25)

’
し

簡裁判事

(職務代行）

西岡雅和

(60）

2頁のとおり



主要担当事務

山口地方裁判所周南支部

周南簡易裁判所

－2－

篠原 嘉屋
一
ハ

〈
口 備 考

民事 訴訟

強制執行、担保権の実行、事情届に基づく
配当手続、財産開示

破産、民事再生、会社更生、特別清算、船
舶所有者等油濁損害賠償責任制限

保全命令、保全異議・取消し

配偶者暴力に関する保護命令

証拠保全

過料

その他

5分の2

全部

2分の1

3分の1

全部

全部

5分の2

2分の1

3分の1

5分の1

2分の1

2分の1

3分の1

全部

刑事 心神喪失者等医療観察法の鑑定入院命令

検察審査会法41条の9第1項の規定によ
る指定弁護士の指定

その他

全部

全部

2分の1 2分の1

庁名 担当事務 担当者 備考

周南簡裁 民事訴訟事件

略式請求事件（三者即日処理方式による交
通切符のみ）

民事調停事件

民事事件（民事訴訟事件、民事調停事件を

除く。 ）

略式請求事件（三者即日処理方式による交
通切符を除く。 ）

刑事公判請求事件

正式裁判申立事件

略式不相当事件

略式請求事件（三者即日処理方式による交
通切符を除く。 ） ．

全 部

全 部

１
１

立
口
立
口

全
全

2分の1

各2分の1

各2分の1

各2分の1

2分の1

谷生浩章

西岡雅和

(職務代行）

江
希

園
水

屋
六

嘉
合

角南昌伸
(職務代行）



主要担当事務

山口家庭裁判所周南支部

』

－3－

篠原 嘉屋
一
ハ
△
口 備考

家
事
・
訴
訟
等

別表第1審判事件（相続・不在者財産管理人事件）

別表第1審判事件（後見等開始・同監督処分事件）

別表第1審判事件（児童福祉施設入所承認等、親権喪
失・停止・管理権喪失事件）

別表第1審判事件（相続・不在者財産管理人事件、後
見等開始・同監督処分事件、児童福祉施設入所承認
等、親権喪失・停止・管理権喪失事件を除く。 ）

調停事件、別表第2審判事件 ．

人事訴訟事件

通常訴訟事件

民事再審事件

保全命令事件

共助事件

保全異議。 ,取消し

雑事件（保全異議・取消しを除く。 ）及びその他事件

3分の1

3分の1

3分の1

3分の1

4分の2

3分の1

3分の1

全部

2分の1

全部

2分の1

全部

3分の1

3分の1

3分の1

3分の1

4分の1

3分の1

3分の1

3分の1

3分の1

3分の1

3分の1

4分の1

3分の1

3分の1

2分の1

2分の1



一般職管理職員名簿

令和5年2月3日現在

所属 官職 氏名 現職任命日 備考

家裁庶務課長兼上

席主任書記官、簡裁

庶務課長兼上席主

任書記官を兼務

庶務課長兼

上席主任書記

官

山口地

周南支
中 亮

一
一
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主任書記官 星田恵美〃
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山口家

周南支
河村純香〃
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調停委員現在員数

令和5年2月3日現在

－5－

民事調停委員 家事調停委員

本 務 10人 26人

兼 務 2人 6人

男性(本務） 9人 12人

女性(本務） 1人 14人



’ 」庁の実情や運営卜の問題点等

○支部における事件処理の実情について

○支部における組織運営上の問題について

○裁判手続のIT化について

○家事事件の運用改善の取組について

○岩国支部｡周南支部間の連携について

－6－



地裁民事訴訟事件

地裁周南支部
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40 －

｜’

ロ

20 _戸一一■

■

0

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

|＝未済一･一新受壬-既済’

受 理

総数｜ 旧受｜新受
年度 既済 未済

ロ I

平成29年 257 115 142 149 108

平成30年 225 108 117 129 96

令和元年 211 96 115 112 99

令和2年 209 99 110 112 97

令和3年 216 97 119 132 84

令和4年 181 84 97 94 87

数字は、第一審通常、手形・小切手、控訴、再審事件である。

※令和4年は10月31日現在

－7－



民事執行事件

地裁周南支部

350
■ ●

／、
300 －

、、 一‐
*

250

司一
200

｡

150
一－

万一一一一万一一一一

｜ ｜
I

I

100
■

－－一 一己＝－孟一■ ■ → 宅

’
50 一－●ー■一■ 声一一－

1 1

0

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

| 匡.未済→一新受-.-既 済

受 理
既済 未済年度

旧受 新受総数

平成29年 425 152 273 241 184

平成30年 184 292 283 193476

令和元年 488 193 295 322 166

令和2年 177166 247 236413

令和3年 206177 273 244450

令和4年 202206 303 307509

※令和4年は10月31日現在

－8－



破産事件等

地裁周南支部

140
■■■

一
章
『

’

』
日

ノ
120

馬
昌

100

・
一

80
け

60

40

20

」
0

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
ノ

匡．未済÷新受→一既済

受 理
既済 未済年度

新受総数 旧受

５
①
３
く

37

(8)

５
ｊ
ｌ
４

１
《
ｕ

７
ｊ
ｌ
６
１
０

152

(22）
平成29年

２
〕

２
侭
》

106

(16）

９
ｊ
ｌ
９
１
０

１
効
司

４
２
１
Ｉ

５
１
３
⑯

平成30年

118

(22）

６
〕
３
皿く

22

(3)

132

(33）

４
，
Ｊ

５
粥
１
く

令和元年

２
ｊ
Ｏ
型
１
く

５
効
一

０
２
１
く

９
１
３
胆く

１
剛
一

４
３
１
Ｉ

６
１
３
皿く

令和2年

１
へ
山

２
１く

107

(22）

５
１
２
型
１
く

６
１
４
鍵
１
く

９
〕
３
胆く

令和3年

94

(24）

９
１

１
“
》

１
《
切

２
１く

92

(18）

113

(28）
令和4年

（ ）内の数字は、再生、小規模個人再生、給与所得者等再生事件で内数である。

※令和4年は10月31日現在
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保護命令申立事件

地裁周南支部

14

八 白

12

ハ
10

／、
8

／
6 マ

、
4 一－

2

0

0

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

|匡.未済一◇一新受一ﾛｰ既済’

受 理

総数｜ 旧受｜新受
年度 既済 未済

｡

平成29年 5 1 4 5 0

平成30年 13 0 13 12 1

令和元年 7 1 6 7 0

令和2年 7 0 7 7 0

令和3年 2 2 20 0

令和4年 4 4 04 0

※令和4年は10月31日現在
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簡裁民事訴訟事件

周南簡裁

350

◆

300
晨心･＝_4

－

－

250

●

200 可 ■＝■■●●再一一

由酎■ ■■■■画且品四mq

’
150

I

100
’ －－

｢－－

「「｢－－5(） 一一一

'一－
L ’0

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

｜ 受 理
|総数｜ 旧受｜新受’

年度 既済 未済

372

(11）

Ｏ
ｊ

７
の
）

302

(9)

292

(10）

80

(1)
平成29年

390

(13）

80

(1)

310

(12）

330

(11）

60

(2)
平成30年

359

(8)

60

(2)

299

(6)

296

(7)

63

(1)
令和元年

》

令和2年
339

(4)

63

(1)

276

(3)

273

(2)

66

(2)

312

(10）

“
②

246

(8)

236

(6)

76

(4)
令和3年

319

(5)，（5ﾉ

76

(4)

243

(1)

230

(5)

89

(0）
令和4年

’ (4)’ (1)’ (5)’ （0)｜
上段の数字は、通常、手形・小切手、少額、少額異議、再審事件である。
（ ）内の数字は、少額訴訟事件(異議申立てを含む。 ）で内数である。
※令和4年は10月31日現在

－11－

匡二未済一今一新受丑-既済



督促事件

周南簡裁

350

300 ｰ－~■一一

250

三 ・ ,

・ 官

20(）
～◆

150

100

50

「－
0
一 】■■■■■■■■■■■■
ー

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

匡．未済→一新受一一既1 済’

受 理
年度 既済 未済

新受総数 旧受
元 =＝

I ・ I

平成29年 2 220 219 3222

■ I ロ ロ

平成30年 3 256 258 1259

令和元年 286 0286 1 285

令和2年 14226 0 226 212

令和3年 14 194 205 32()8

令和4年 147 5152 3 149

※令和4年は10月31日現在

－12－



簡裁民事調停事件

周南簡裁

60

】
■
』

&

／、
50

40

0

30

20

0

10

0

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

匡｡未済一一新受一屡一既済’’

受 理

総数｜ 旧受｜新受
既済 未済年度

■ ■ ■ ■ ■

44

(7)

41

(11）

４
の
１
く

５
１
５
咽く

11

(8)
平成29年

７
１
５
ＷＩ

5

(0）

62

(17）

14

(4)

８
ベ
ツ

４
１く

平成30年

7

(1)

５
①く

32

(6)

Ｏ
ｊ
３
幅

７
〕
３
⑯

令和元年

恥
⑤

７
１

２
↑
㈹

６
ｍ
マー

7

(1)

33

(6)
令和2年

５
べ
山く

36

(1)

６
べ
ｗく

30

(1)

31

(1)
令和3年

２
〕
２
①

7

(0）

９
〕

２
《
山

５
べ
山く

24

(O)
令和4年

（ ）内の数字は，特定調停事件で内数である。

※令和4年は10月31日現在

－13－



地裁刑事訴訟事件

地裁周南支部

160

140

瀕〆 ～
』

120
〆〃

◆

100

80

60

40

－

n
20 －ー■■一一一一一一一一 ■一－

0

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

＝未済一・一新受÷既済’

受 理
未済年度 既済

総数 新受旧受

平成29年 118149 28 121 31

平成30年 123 36159 31 128
0 1 －， ’ 1 1－． 1

I

令和元年 36 104 110 30140

令和2年 40180 3(） 150 140

令和3年 113 127 26153 40

令和4年 2626 84 8411()

※令和4年は10月31日現在

－1．4－



｛

簡裁刑事訴訟事件

周南簡裁

16

14

12

10

8

6

4

2

0 ■ﾛ■■

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

匡.未済一一新受一・一既済’

受 理

総数｜ 旧受｜新受
未済既済年度

平成29年 0 0 00 0
ー

平成30年 2 1 102

令和元年 3 1 34 1

令和2年 15 13 1316

令和3年 01 3 44

ロ

U心

令和4年 010 11

※令和4年は10月31日現在

－15－
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略式事件

周南簡裁

600

500

400
｡

300 七 一一

ー_ ■■■■

200

｡

100

0
I

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
L

に蕊全驫
-←新受人員

一■一うち道交関係

I .

年‘ 度 新受人員
うち道交関係うち道交関係

平成29年 56(） 382

平成30年 496 307

■

令和元年 473 293

令和2年 415 276

令和3年 388 235

令和4年 281 183

※令和4年は10月31日現在

－16－



家事審判事件

家裁周南支部

2,500

2,000 一

1,500

1,000

（
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平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

｜ 筐｡未 済一一新 受毛一既 済 ’

受 理

年度 既済 未済

総数 旧受 新受
伊 ﾛ ■ ■

平成29年 2,089 155 1,934 1,974 115

平成30年 1,927 115 1,812 1,764 163

ロ

令和元年 2,164 163 2,001 1，991 173

令和2年 2,277 173 2,104 2,132 145

令和3年 2,286 145 2,141 2,102 184

令和4年 1,942 184 1,758 1,815 127

※令和4年は10月31日現在

－17－



家事調停事件

家裁周南支部
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平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

。匡．未 済→一新 受÷既 済

受 理

未済既済年度
新受旧受総数

1()4260平成29年 26896364

138253287平成30年 391 104

140259令和元年 261138399

127277令和2年 264140404

I

125294令和3年 292127419

117209201令和4年 125326
■ ﾛ ﾛ ■

※令和4年は10月31日現在
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人事訴訟事件

家裁周南支部
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平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

匡.未済一一新 受一一既 済’

受 理

既済 未済年度

旧受 新受総数

平成29年 9 13 1023 l4

平成30年 1418 1428 10

令和元年 810 1624 14

令和2年 723 7 1616
I D ｡

令和3年
甲

129 416 7

■

I

令和4年 12 7 9 1019

※令和4年は10月31日現在
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